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写真は、OECD_AI専門家会合（AIGO）＠パリ16区 in Sept. 2018.

平野のHP http://c‐faculty.chuo‐u.ac.jp/~cyberian/ (last visited June 16, 2020).
平野の履歴、業績、等 https://researchers.chuo‐u.ac.jp/Profiles/2/0000129/profile.html (last visited Sept. 10, 2020).
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増補版 2019年10月弘文堂

『ロボット法： AIとヒトの共生に向けて』

2017年11月 弘文堂
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AI’S ELSI
On Jan. 16‐17, 2019 @ マサチューセッツ工科大学（ボストン） / OECD_AI専門家会合（AIGO）
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ELSIとは . . .

Jon Beckwith, The Human 
Genome Initiative and the 
Impact of Genetic Testing 
and Screening 
Technologies: Article: 
Foreward, The Human 
Genome Initiative: 
Genetics’ Lightning Rod, 17 
AM. J.L. & MED. 1 (1991).
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SOCIALLY ACCEPTABLE AI

S T E M

Science,
Technology,
Engineering, and
Mathematics

Ｅ Ｌ Ｓ Ｉ

Ethical,
Legal, and
Social
Implications

______________________ 

理数工学系
______________________ 

人文/社会科学系

Socially Acceptable AI 7



〈条件付き〉のＡＩ

AI’S ELSI

• 「裸のＡＩ」は、もはや許されない . . .

“No More Naked AI”

–「人間中心のＡＩ」
–「信頼に値するＡＩ」
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[T]he inability to predict future outcomes does not 
imply that scientific advances always should go 
unchecked. Scientists conducting research and creating 
technology may not be as aware . . . of the potential 
problems posed by their discoveries. Richard Posner has 
noted that “[s]cientists want to advance scientific 
knowledge rather than to protect society from science; 
the policy maker's ordering of values is the reverse.  
Not that scientists are indifferent to public safety; 
but it is not their business and sometimes it is in 
competition with their business.”[]  In short, 
scientists want what is best for science, not 
necessarily what is best for society. Consequently, 
Posner encourages lawyers and lawmakers to think in 
terms of prevention.[]

Jessica L. Roberts, Preempting Discrimination: Lessons from the Genetic 
Information Nondiscrimination Act, 63 VAND. L. REV. 439, 481-82 
(2010)(emphasis added)(citing RICHARD A. POSNER, CATASTROPHE: RISK AND
RESPONSE 99 (2004)).
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そこで識者の名言を一つ。
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優先順位の違い

Scientists
ＳＴＥＭ

科学の進歩

Policymakers
ＥＬＳＩ

社会の安全versus

AI’S ELSI

課題

〈科学の進歩〉
と

〈社会の安全〉
は

ときに対立する
(AGI???)
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AI諸原則 ／ AIガイドライン：
日本が国際標準を主導

総務省 2016.1. ～現在
•ＡＩネットワーク社会推進会議 2016.10.～現在

• OECDに於けるカンフェレンスを総務省と共催／参加。
• ＡＩネットワーク社会推進フォーラムに於ける国際シンポを総務省主催／参加。
• カーネギー平和財団のカンフェレンスを日本大使館後援／総務省参加。
• OECD技術予測フォーラムに於ける発表。
• 高松香川G7情報通信大臣会合（高市早苗総務大臣）

• ＡＩネットワーク化検討会議 ～2016.6.

OECD  2018.9.  ～ 2019.5.
• 理事会勧告 2019.5
• ＡＩ専門家会合～2019.2

Ｇ２０ 2019.6.
•デジタル経済大臣会合

内閣府 2018.4. ～ 2019.3.
人間中心のＡＩ社会原則[検討]会議
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OECD・AI専門家会合
AI expert Group at the OECD (AIGO：エイゴ／エイ・アイ・ゴー)

AIGO’s 1st meeting at OECD in Paris, Sept. 24‐25, 2018

AIGO’s 2nd meeting at OECD in Paris, Nov. 12, 2018
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欧州と米国との調整役を担えた日本

See平野晋『ロボット法（増補版）』267‐68頁(弘文堂 2019年).

欧州

予防原則

Precautionary 
Principle

米国

許諾不要な開発

Permissionless
Development

日本

非拘束的規範の
アプローチ

Non-binding norms

versus

AI’S ELSI

＝ ソフトロー
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平野晋「ロボット法と倫理」in『人工知能』34巻 2
号188頁, 189頁（人工知能学会2019年3月）
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Ａ Ｉ 諸原則/ガイドラインの特徴
• ソフトロー

– 非規制的・非拘束的アプローチ
– ○○原則、○○ガイドライン（指針）

• マルチ・ステイク・ホールダー
– 学者、ＩＣＴ系企業、消費者団体

• 国際標準化 （日本 → G7 / OECD → G20）
– 国際社会への積極的な働き掛け
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AI’S ELSI

～人文・社会科学や、学際法学の重要性～
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〈人間中心のＡＩ社会原則〉
第（２）原則

平成31年3月29日
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ロー・スクールに於いては
フィクションを用いる教育が伝統

• hypotheticals / hypo.
→ 〈ナラティヴ〉（narrative）を用いて事象の理解を深める。
→ いわゆる〈事例問題〉。

• 〈ケース・スタディ〉と呼ばれる判例法／ 〈帰納法〉的な思考
訓練。
– “Suppose that . . . .”で始まる問答形式の授業。
– クリストファー・C. ラングデルが1870年の〈契約法〉科目で開始。

• 〈ソクラテス方式〉
– 「ペーパー・チェイス」（20世紀Fox 1973年）／ SCOTT TUROW 『ONE L』
（1977年）

See E. ALLAN FARNSWORTH, AN INTRODUCTION TO THE LEGAL SYSTEM IN THE UNITED
STATES 85 (3d. Ed. 1996) cited in平野晋『体系アメリカ契約法』（中央大学出版部第2版
2019年）. 
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アシモフの「ロボット工学３原則」も
フィクションですが . . .

AI’S ELSI

European Parliament, Civil Law Rules on Robotics, 2015/2103 (INL), Jan. 12, 
2017, <https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-
0005_EN.html?redirect> (last visited Dec. 12, 2020.
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「２００１年宇宙の旅」
もフィクションですが . . .

AI’S ELSI

HAL’S LEGACY : 
2001’S COMPUTER AS DREAM AND REALITY

（David G. Stork ed. MIT Press 1997）

2017年7月25日＠霞が関
（ＡＩネットワーク社会推進会議）

https://mitpress.mit.edu/books/hals-legacy
(last visited Dec. 22, 2020)
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ゴジラーＧｏｄｚｉｌｌａーは
反核兵器というメッセージ？！

• １９５４年東宝
• 元占領国アメリカに対して、正面切って発言
が控えられていた時代。

• 反核爆弾・核実験の主張を、ＳＦの形式を借
りて発信。

• アメリカ人が内心抱く罪悪感の琴線に触れた。
出典： ディスカバリーチャンネル「ジェームズキャメロン・第３回・モンスター」2020年12月11日23:00放映
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in 『情報通信学会誌』 35巻4号
109頁, 109頁 (2018).
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AI’S ELSI

平野 「ロボット法と学際法学」supra, at 110頁.

25



AI’S ELSI

平野 「ロボット法と学際法学」supra, at 111頁.

_______________________
後注）22
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AI’S ELSI

仮想的状況と思考実験̶̶あなたはどう考えるだろうか
いかにもありそうではあるが、現実に生じていないこと̶̶ＳＦ映画は典型的にこうし

た世界を描いている。本書の論考の大多数がＳＦ映画を題材にしているが、その理由に
は、ＳＦが「思考実験」という倫理学に特有な方法に向いている、という事情がある。
「思考実験」においては、「もし～だったら」という倫理学に特有な状況設定のもとで、
その場合に、あなたはどう思うだろうか、どうすべきだろうか、などを考えるように求
められる。
. . . 。思考実験は、極端で非現実な状況を想定させることで、かえって、私たちがどう
いう風に物事を見ているのか、の直観を明らかにする。例えば、. . . 。『わたしを離さ
ないで』[KAZUO ISHIGURO, NEVER LET ME GO (2005)]を取り上げた第三章いおいても、思考実験
の方法が活用されていた。そこでは、クローン人間たちが将来臓器提供するために寄宿
制の施設で育てられているというＳＦ的状況 . . . で、クローン人間を、移植用臓器を得
るための手段として利用し尽くして良いのか、が問われた。それによって、現実に私た
ちが面している臓器移植をめぐる道徳的問題をありありと考えるきっかけが、提供され
たのである。
. . . 。「もし～であれば」の「～」の部分自体を私たちに解釈させることにより、ＳＦ
は、私たちに、今、あるいは今後、何がシリアスな問題になりうるのかを示唆する。あ
るいは、何を今考えるべきなのか、あるいは何を今後考えていくべきなのか、そういう
問い自体を強いる。

吉川孝, 他編著『映画で考える生命環境倫理学』___頁（勁草社, 2019年）（強調付加）

引用『映画で考える生命環境倫理学』1/2

27



典型的に、ＳＦは「近未来」を描くものであり、また、その近未来は「科学技術」
が実現する世界の相貌で、特に、現在の世界からの重大な（特に破壊的な）変化を通
じてイメージされる。未来という未知の時空は、科学技術の行方という特定の観点か
ら解釈されている。それゆえに、その̶̶いかにもありあそうだが、まだ現実ではない
̶̶仮想的状況の設定自体には、私たちが、現在の世界をどのように捉えているのか、
近い将来に世界は技術の力でどう変わっていくと予感しているのか、などが反映され
ている。
それゆえ、現在とはずいぶんと様子の違い未来の風景から、しかしその未来へと向

かう現在を生きる私たちの世界や生活スタイルがはっきりと照らしだされることがあ
る。第八章では、〈絶対戦争〉の後で汚染物質に肌をさらしながらなおも生きている
（『風の谷のナウシカ』）という状況が現に想定されうる現在について、たとえ
ば、. . . 核軍拡を進め、〈絶対戦争〉の可能性を現に含んでいる現代世界のあり方を
問いただした。『アバター』を取り上げた第二章では、地球の資源開発会社が宇宙の
島パンドラで展開する、. . . 戦闘行為、科学的研究などの描写に焦点をあてた。その
描写のなかに、「原生自然」の保護についての現在の先進国の人々 . . . の言説は無垢
でも中立でもなく、現地住民に対する無関心や権威の行使といった道徳的に由々しい
問題を含んでいることが示唆されていた。

同上（強調付加）．

引用『映画で考える生命環境倫理学』2/2
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４．ＥＬＳＩの「Ｌ」？！
～製造物責任法の射程の拡張～

AI’S ELSI 29



ＡＩのガバナンスの在り方は？

AI’S ELSI

平野晋
『アメリカ不法行為法

～主要概念と学際法
理～』
（中央大学出版部
２００６年）
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ＡＩのガバナンスの在り方は？

AI’S ELSI

平野 『アメリカ不法行為法』
前掲 at 38～39頁
（２００６年）
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AI’S ELSI

平野 『アメリカ不法行為法』
前掲 at 41～42頁
（２００６年）
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ＡＩのガバナンスの在り方は？

AI’S ELSI

平野 『アメリカ不法行為法』
前掲 at 41頁
（２００６年）
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ＡＩのガバナンスの在り方は？

AI’S ELSI

双方的危険 (*1)
Bilateral Risks

一方的危険
Unilateral Risks

E.g.,熱いコーヒーをこぼして拭き取らない為に生じた
大火傷 (*2)

E.g.,住宅地に於けるダイナマ
イトを使用した建物解体 (*3)

過失責任 厳格責任

注意を喚起 活動自体を抑制

(*1) best risk minimizer (cheapest cost avoider)に注意を喚起することにより、抑止機能を働かせることが重要。平
野『アメリカ不法行為法』（2006年）前掲 at 248-49頁．

(*2) See McMahon v. Bunn-O-Matic, 150 F.3d 651 (7th Cir. 1998)(Easterbrook, J.).
See also平野晋「イースターブルック判事の法廷意見と “法と行動科学（認知心理学）” —ホットドリンク火傷訴訟
“Liebeck”事件に於いて高額評決が付与されたのは何故か—」in『小島武司古稀祝賀・民事司法の法理と政策（下）』
213頁（商事法務 ２００８年）.

(*3) RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS: PHYS. & EMOT. HARM§20 (2010) (abnormally dangerous activities).
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ＡＩのガバナンスの在り方は？

AI’S ELSI

平野 『アメリカ不法行為法』
前掲 at 248‐49頁
（２００６年）

なお、平野が２００６年に日本に紹介し
た「双方的危険→注意喚起」や「一方的
危険→行動抑制」の考え方は、今年に
なってからも以下の書籍にて紹介され
ているので、ご参考まで：

宍戸常寿, 大屋雄裕, 他編著『ＡＩ
と社会と法: パラダイムシフトは
起きるか？』161, 172, 頁（有斐閣
２０２０年）
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ＡＩのガバナンスの在り方は？

AI’S ELSI

平野 『アメリカ不法行為法』
前掲 at 250～51頁
（２００６年）
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ＥＵがＡＩ対応の立法提案

AI’S ELSI

• 「人工知能の為の民事賠償責任レジーム」

• 厳格責任等の立法提案を、欧州議会が決
議（2020年10月）
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AI’S ELSI

中央大学
国際情報学部（iTL = integrated IT + Law）
２０２１年度ガイドブック4頁<https://www.chuo‐
u.ac.jp/uploads/2020/06/academics_faculties_itl_guide_itl_01.pdf?1608473693858>(last visited Dec. 21, 2020).

民事賠償責任ルール
再構築の必要性：

• πの立証が困難。
• ブラックボックス、データが左
右するＡＩ、及び自律性。

• 明確なルールが望まし
い。

• high‐risk AI抑制効果。
• 1985年ＰＬ指令の見直
し。ＣＰＳゆえかも。

See Committee on Legal Affairs, Report with 
Recommendations to the Commission on a 
Civil Liability Regime for Artificial 
Intelligence (2020/2014 (INL)), Oct. 5, 2020 
<REPORT with recommendations to the 
Commission on a civil liability regime for 
artificial intelligence (europa.eu)> (last 
visited Dec. 23, 2020). 

ＥＵ
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high‐risk AI operatorの厳格責任

AI’S ELSI

Civil Liability Regime for 
Artificial Intelligence, supra.
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high‐risk AI以外の
operatorの責任

AI’S ELSI

Id.

40



立証責任転換検討の要請

AI’S ELSI

Id.
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免責の契約は無効

AI’S ELSI

Id.
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定義 (1/2)

AI’S ELSI

cont’d

Id.
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定義 (2/2)

AI’S ELSI

Id.
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上限額

AI’S ELSI

Id.
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期間制限

AI’S ELSI

Id.
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連帯責任

AI’S ELSI

Id.
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寄与過失

Id.
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日本の自動車損害賠償保障法

AI’S ELSI

（自動車損害賠償責任）
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他
人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に
任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつた
こと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自
動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
限りでない。
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製造物責任法の三極比

AI’S ELSI

１９６５年
米国） RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS§402A

１９８５年
欧州） PRODUCT LIABILITY DIRECTIVE (EC指令)

１９９４年
日本） 製造物責任法

１９９８年

米国） RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS: PROD. LIAB.

【旧】

【旧】

【新】
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製造物責任法の三極比

AI’S ELSI

１９６５年 2d Rest.§402A １９９８年 3d Rest. Prod. Liab.

１９８５年 Product Liability Directive
“[a product does] not provide the safety which a person is entitled to expect”

１９９４年 製造物責任法
「通常人」の基準／ 「通常有すべき安全性を欠く」

“consumer expectation test” “deviation‐from‐the‐norm test”
“RAD + cost‐benefit‐analysis test”

US

EU

JPN
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